
パソコン・スマートフォン・
タブレット端末からも
ご覧いただけます。
また、議決権行使サイトにも
リンクしております。
https://s.srdb.jp/6786/

抽選で電子チケットが当たるプレゼントキャンペーンを６月30日まで実施中！

第29回
定時株主総会
招集ご通知
■ 開催日時

2025年６月26日（木曜日）
午前10時00分（受付開始：午前９時30分）

■ 開催場所
東京都千代田区紀尾井町１番４号
東京ガーデンテラス紀尾井町
紀尾井タワー４階
紀尾井カンファレンス
セミナールームＢ

株式会社ＲＶＨ
証券コード：6786

2025年05月28日 10時52分 $FOLDER; 1ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、本年の株主総会では、下記の事前の議決権行使の方法をご選択
いただき、当日のご来場を見合わせいただきますようご理解、ご協力のほどお願い申しあげます。
電子提供措置事項に掲載の「株主総会参考書類」をご検討のうえ、行使くださいますようお願い申しあげます。

議決権行使のご案内

● 事前の議決権行使方法

書面で議決権を行使される場合

ご郵送

2025年6月25日 (水曜日）
午後5時45分到着分まで

行使期限

詳細は2ぺージを
ご参照ください

インターネットで議決権を行使される場合

パソコン等による
行使方法

スマートフォンによる
行使方法

※�QRコード読み取りの「スマート行使」による�
議決権行使は１回に限り可能です。

2025年6月25日 (水曜日）
午後5時45分入力分まで

行使期限

詳細は3ぺージを
ご参照ください

詳細は4ぺージを
ご参照ください

QR
コード
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株主各位 証券コード 6786
2025年６月11日

（電子提供措置の開始日 2025年６月４日）
東京都港区赤坂八丁目５番28号
株 式 会 社 Ｒ Ｖ Ｈ
代表取締役社長 荻 野 善 之

1

第29回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
さて、当社第29回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトに「第29回定

時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。
当社ウェブサイト https://rvh.jp/ir/meeting/

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。
東証ウェブサイト https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

上記ウェブサイトにアクセスの上、当社名または証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」
を順に選択してご覧ください。

なお、当日のご出席に代えて、書面またはインターネットによって議決権を行使することができますので、お
手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙または議決権
行使ウェブサイト（https://www.web54.net）にて議案に対する賛否をご表示いただき、2025年６月25日
（水曜日）午後５時45分までに議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

敬具
記

１ 日 時 2025年６月26日（木曜日）午前10時（受付開始：午前９時30分）
２ 場 所 東京都千代田区紀尾井町１−４ 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー４階

紀尾井カンファレンス セミナールームＢ
３ 目的事項 報告事項 1．第29期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）

事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2．第29期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）

計算書類報告の件
決議事項 第１号議案 取締役４名選任の件

第２号議案 会計監査人選任の件
第３号議案 補欠監査役１名選任の件

４ 議決権行使等に
ついてのご案内

左頁に記載のご案内をご参照ください。
また、インターネットによる議決権行使の詳細につきましては３ページをご参照ください。

以 上
● 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
● 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。
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スマートフォンでの議決権行使は
「スマート行使」をご利用ください 詳細は次のページへ

見本

議決権行使書

見本

議決権行使についてのご案内
議決権は、以下の３つの方法により行使いただくことができます。
電子提供措置事項に掲載の「株主総会参考書類」をご検討のうえ、行使くださいますようお願い申しあげます。

2

TYPE 1. 当日ご出席いただかない株主様
書面で議決権を行使される場合
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函くだ
さい。なお、各議案につき賛否の表示をされない場合は、賛成の表示があったものとして
お取り扱いいたします。
行使期限 2025年６月25日（水曜日）午後５時45分到着分まで

インターネットで議決権を行使される場合
スマートフォン、パソコン等の端末から「議決権行使ウェブサイト」にアクセスしていた
だき、画面の案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。詳細は３ぺージの
「インターネットによる議決権行使のご案内」をご参照ください。
行使期限 2025年６月25日（水曜日）午後５時45分まで

TYPE 2. 当日ご出席いただける株主様
株主総会にご出席される場合
議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
また資源節約のため、この「招集ご通知」をご持参くださいますようお願い申しあげます。
日 時 2025年６月26日（木曜日）午前10時（受付開始：午前９時30分）
場 所 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー４階

紀尾井カンファレンス セミナールームＢ
東京都千代田区紀尾井町１−４

▪書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネッ
トによって複数回議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

▪議決権行使サイトをご利用いただく際のインターネットに関する費用（接続料金、通信料金等）は、株主様のご負担となります。
▪インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、ご利用いただけない場合があります。
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スマートフォンによる行使方法

見本

議決権行使書

「スマート行使」により、「議決権行使コード」及び「パスワード」の入力が不要となります。

一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合には、4ページ「パソコン等による
行使方法」より行使をお願いいたします。再度QRコードを読み取っていただくと、議決
権行使ウェブサイトへアクセスできます。

同封の議決権行使書用紙に記載された�
QRコードを読み取る

A 会社提案に
「賛成」する

B 議案詳細を確認したうえで、
個別の候補者の賛否を判断
する

画面の案内に従って議案の
賛否を選択

※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

「スマート行使」による議決権行使は１回に限り可能です。

「スマート行使」へアクセスする 議案の賛否を選ぶ

！

1 2

画面の案内に従って行使完了です。

見本

議決権行使書

インターネットによる議決権行使のご案内

3

議決権行使期限 2025年６月25日（水曜日）午後５時45分まで
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パソコン等による行使方法
「議決権行使コード」及び「パスワード」の入力により、ウェブサイトへログインします。

「次へすすむ」をクリック

お手元の議決権行使書用紙に記載された「議決権行
使コード」を入力し、「ログイン」をクリック

お手元の議決権行使書用紙に記載された「パスワー
ド」を入力し、「次へ」をクリック

議決権行使ウェブサイトにアクセスする

ログインする

パスワードを入力する

https://www.web54.net/1

2

3

以降は画面の指示に従って議案に対する賛否をご入力ください。

三井住友信託銀行株式会社
証券代行ウェブサポート専用ダイヤル ふ0120-652-031 （午前9時〜午後9時）

議決権行使ウェブサイトのご利用に関するお問い合わせ

クリック

クリック

クリック

4
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株主総会参考書類

5

第１号議案 取締役４名選任の件

本総会終結の時をもって取締役全員（４名）は任期満了となりますので、新たに取締役４名の選任をお願いす
るものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号 氏 名 当社における地位

１ おぎ の よし ゆき

荻野 善之 代表取締役社長 再 任

２ うえ だ まこと

上田 真 取締役 再 任

３ かね こ よう すけ

金子 洋祐 社外取締役 再 任 社 外 独 立

４ なか ざわ りゅう た

中澤 隆太 社外取締役 再 任 社 外 独 立

新 任 新任取締役候補者 再 任 再任取締役候補者 社 外 社外取締役候補者 独 立 独立役員候補者

2025年05月28日 10時52分 $FOLDER; 7ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



6

候補者番号

１ おぎ の よし ゆき

荻 野 善 之 （1959年12月30日生）
所有する当社の株式数……………… 0株
在任年数……………… ６年

［略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)］
再 任 1983年３月 株式会社主婦の友社入社

1995年11月 雑誌「Cawaii！」創刊編集長 就任
2001年９月 同社雑誌編集部部長 就任
2004年６月 同社取締役 就任
2009年３月 同社代表取締役社長 就任
2018年７月 株式会社夕星社 設立

同社代表取締役 就任
2019年６月 当社社外取締役 就任
2022年６月 当社代表取締役社長 就任（現任）
2022年６月 株式会社上武 取締役就任（現任）
2022年６月 株式会社ソアーシステム 取締役就任（現任）
2022年６月 株式会社Ｇｌｏｔｕｓ 代表取締役就任（現任）

取締役候補者とした理由
同氏は、事業会社における経営者としての豊富な経験や長年にわたり出版業界で培った幅広い見識を活かし、当

社グループの経営指揮を執り、当社の重要な業務執行の意思決定に深く携わるとともに、様々な経営課題の解決に
向けた取り組みを進めてまいりました。今後も当社グループの企業価値向上のため、最高経営責任者としての職務
を適切に遂行することができるものと判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

（注）１．荻野善之氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に

関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が補填されます。なお、候
補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を更新する予定であります。

2025年05月28日 10時52分 $FOLDER; 8ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



7

候補者番号

２ うえ だ まこと

上 田 真 （1969年10月29日生）
所有する当社の株式数……………… 0株
在任年数……………… ２年７ヵ月

［略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)］
再 任 2001年５月 新生債権回収株式会社 入社

ポートフォリオマネジメント部シニアマネージャー
2007年４月 同社取締役就任
2014年２月 新生企業投資株式会社 入社

総務部 コンプライアンスオフィサー
2015年２月 新生インベストメント＆ファイナンス株式会社 入社

不動産投融資部 シニアマネージャー
2022年９月 当社入社 執行役員
2022年９月 株式会社Ｇｌｏｔｕｓ 取締役就任（現任）
2022年11月 株式会社ＢＳ ＥＮＥＲＧＹ 取締役就任（現任）
2022年11月 当社取締役就任（現任）
2024年７月 株式会社レブラス 代表取締役就任（現任）

取締役候補者とした理由
同氏は、長年にわたる金融関連企業での投融資を中心とする業務を通じて、投融資に関する豊富な経験と幅広い

見識を有しており、これらの経験が当社グループの成長と発展に資するものと判断し、引き続き取締役候補者とい
たしました。

（注）１．上田真氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に

関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が補填されます。なお、候
補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を更新する予定であります。
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候補者番号

３ かね こ よう すけ

金 子 洋 祐 （1976年６月14日生）
所有する当社の株式数……………… 0株
在任年数……………… ３年

［略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)］
再 任

社 外

独 立

1999年４月 日本通運株式会社 入社
2005年６月 株式会社エーケー・グローバル・エージェント 入社
2017年５月 トラロックエンターテインメント株式会社 顧問就任（現任）
2022年６月 当社社外取締役就任（現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
同氏は、企業経営者として経営に関与された経験はありませんが、事業会社の管理部門における豊富な経験を有

しており、実践的な視点から客観的に当社の経営に関する適切な助言をいただけると判断したことから、引き続き
社外取締役候補者といたしました。

（注）１．金子洋祐氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．金子洋祐氏は、社外取締役候補者であります。
３．当社は、金子洋祐氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。なお、本総会で同氏の選任が承

認された場合、引き続き同氏を独立役員とする予定です。
４．当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に

関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が補填されます。なお、候
補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を更新する予定であります。

５．当社は、金子洋祐氏との間で会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を締結しており、その契約に基づく賠償の限
度額は法令で定める責任限度額としております。同氏が再任された場合には、当該契約を継続する予定です。
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候補者番号

４ なか ざわ り ゅ う た

中 澤 隆 太 （1976年12月25日生）
所有する当社の株式数……………… 0株
在任年数……………… ２年

［略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)］
再 任

社 外

独 立

1999年４月 帝人株式会社 入社
2007年12月 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 入社
2019年８月 コンメッド・ジャパン株式会社 入社
2020年１月 同社 整形外科営業部 責任者
2021年４月 株式会社Ryu商会 設立 代表取締役就任（現任）
2023年６月 当社社外取締役就任（現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
同氏は、上場企業や成長企業での業務を通じて営業分野での豊富な経験とノウハウを有しており、これらの経験

を生かし当社グループの経営に関する適切な助言をいただけるものと判断したことから、引き続き社外取締役候補
者といたしました。

（注）１．中澤隆太氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．中澤隆太氏は、社外取締役候補者であります。
３．当社は、中澤隆太氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。なお、本総会で同氏の選任が承

認された場合、引き続き同氏を独立役員とする予定です。
４．当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に

関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が補填されます。なお、候
補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を更新する予定であります。

５．当社は、中澤隆太氏との間で会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を締結しており、その契約に基づく賠償の限
度額は法令で定める責任限度額としております。同氏が再任された場合には、当該契約を継続する予定です。
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第２号議案 会計監査人選任の件

監査人霞友有限責任監査法人は、本総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、監査役会の決定
に基づき、ＫＤＡ監査法人を会計監査人に選任することにつきご承認をお願いするものであります。

なお、監査役会がＫＤＡ監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、新たな視点での監査が期待できること
に加え、会計監査人に必要とされる独立性、専門性、効率性、品質管理体制及び監査費用等を総合的に検討した
結果、当社の会計監査人として適任であると判断したためであります。

会計監査人候補者は、次のとおりであります。
名 称 ＫＤＡ監査法人

主たる事務所の所在地 東京都中央区日本橋箱崎町20番７号

沿 革

1989年６月 国際第一監査法人設立
1995年８月 大阪事務所開設
2005年２月 米国ＰＣＡＯＢ登録
2007年１月 ＫＤＡ監査法人に名称変更
2024年10月 上場会社等監査人登録

概 要
出資金 17,400千円
社員（公認会計士） ８名
関与会社数 19法人
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第３号議案 補欠監査役１名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任をお願いするものでありま
す。なお、本議案における選任の効力は、就任前に限り、監査役会の同意の上、取締役会の決議によりその選任
を取り消すことができるものとさせていただきます。
また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

ひら た けん ぞう

平 田 憲 三 （1981年５月28日生） 所有する当社の株式数……………… 0株

［略歴及び当社における地位 (重要な兼職の状況)］
2004年９月 宮本会計事務所 入所
2008年４月 今野研治税理士事務所 入所
2013年７月 税理士登録
2013年７月 平田憲三税理士事務所 開業 同所所長就任（現任）

補欠の社外監査役候補者とした理由
同氏は、企業経営に直接関与された経験はありませんが、会計・税理士事務所での豊富な経験と高度かつ専門的な知見を有してお

り、これらの経験及び知識を当社の監査体制に生かしていただけると判断したことから、補欠の社外監査役候補者といたしました。

（注）１．平田憲三氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．平田憲三氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
３．平田憲三氏が監査役に就任した場合には、同氏との間で会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を締結する予定で

あります。その契約に基づく賠償の限度額は、法令で定める責任限度額としております。
４．平田憲三氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。
５．当社は、監査役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である監査役がその職務の執行に

関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が補填されます。なお、候
補者が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を更新する予定であります。

以 上
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１ 企業集団の現況
（1）当連結会計年度の事業の状況
① 事業の経過及び成果
当連結会計年度における我が国経済は、雇用・所得環境の改善やインバウンド需要の拡大等を背景に、個人

消費は持ち直しの動きが見られ、ハイテク市場においては、生成ＡＩに関連した技術革新と投資が活発化する
など景気は緩やかに回復が見られました。一方で、中東地域をめぐる情勢や中国経済の先行き懸念、米国新政
権による大規模な相互関税措置等、世界の貿易政策を巡る不透明感が一気に高まり、国内の物価上昇が長期化
する等、依然として景気は先行き不透明な状況が続いております。
当社グループの主要事業が属する情報サービス産業においては、様々なシーンにおけるタブレット端末やス

マートフォン等のデバイス活用の急速な普及、生成ＡＩの発展、リモートワークをはじめとする多様な働き方
の定着、多くの業界における人材不足などを背景として、あらゆる領域で引き続きＤＸ化の取り組みが進めら
れており、企業の業務効率化・自動化や生産性向上を図るため、ＩＴサービスの需要が継続している状況であ
ります。一方、システムエンジニアリング関連人材の慢性的な不足が深刻化しており、人件費や外注費等の単
価は上昇傾向となっております。
このような状況のもと、当社グループにおきましては、主要事業であるシステム開発事業領域において、シ

ステムエンジニアリング及びバックオフィス業務に関する人材派遣、ハード・ソフトの調達を含めたシステム
構築によるＩＴトータルサポート、廃棄パソコンの買取りやサーバーのＨＤＤデータの消去、パソコン本体及
び周辺機器のリサイクル、組込システム・各種業務システム、簡易外観検査装置等の受託開発、サーバー環境
設計・構築・運用・保守対応、一般モニタで医用画像参照を実現するソフトウェア「ＦＶＴ-ａｉｒ」の開発販
売等、システム開発及びその周辺領域に係る様々なサービスの展開により、新規顧客の開拓と既存顧客の深耕
に努めてまいりました。
2022年より開始いたしました再生可能エネルギー事業領域においては、営農型太陽光発電関連事業が大幅

に縮小した一方、再生エネルギー事業領域に関連する新規事業として蓄電所向け用地の調査及び電力申請に関
するサポートサービスを開始したほか、東京都目黒区との間でＥＶ急速充電設備の設置・運営を目的とした公
有財産賃貸借契約を締結し、2025年３月28日より目黒区役所総合庁舎区画内にてＥＶ急速充電設備（ＥＶス
テーション）の運営を開始いたしました。
また、当社グループの新たな事業領域として、2024年７月より「資産運用関連事業」を開始し、都内近郊

の区分所有マンションの短期転売を中心とした不動産売買、事業者向けファクタリングサービスの提供等によ
る新たな収益基盤の構築に注力いたしました。
他方、事業関連資産を精査した結果、一部固定資産の減損損失76,283千円、のれんの減損損失16,401千

円、貸倒引当金繰入額98,877千円をそれぞれ特別損失として計上いたしました。

これらの結果、当連結会計年度の経営成績は、売上高1,469,510千円(前年同期比15.1％増)、営業損失
50,748千円(前年同期は営業損失216,670千円)、経常損失31,497千円(前年同期は経常損失190,152千円)、
税金等調整前当期純損失223,059千円(前年同期は税金等調整前当期純損失798,634千円)、そして親会社株主
に帰属する当期純損失230,861千円(前年同期は親会社株主に帰属する当期純損失813,124千円)となりまし
た。
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なお、当社グループの報告セグメントは、従来「システム開発」「再生可能エネルギー」「その他」の３つの
セグメントでありましたが、当連結会計年度より、事業区分及び事業活動の実態を適切に表すとともに、事業
内容を明瞭に表示する目的で、報告セグメントの区分を「システム開発」「再生可能エネルギー」「資産運用関
連事業」「その他」に変更しております。

1) システム開発
「システム開発セグメント」は、システムエンジニアリング及びバックオフィス関連業務等の専門性の高い

業務に対応できる人材を派遣する「人材派遣サービス事業」、企業の業務効率化・コスト削減に貢献するため
に付加価値の高いＩＴ関連サービスをワンストップで提供する「システム開発事業」、「ＰＣデータ消去・リサ
イクル事業」、プリンターや通信機器等の組込システム・各種業務システム・健診システム、ポータルＷＥＢ
サイト構築・サーバー環境設計／構築／運用／保守・簡易外観検査装置等の「受託開発事業」、医用画像表示
ソフトウェアの販売等の「産業用グラフィックス事業」を行っております。当該事業は、主に、＜人材派遣サ
ービス事業及びシステム開発事業＞、＜受託開発事業及び産業用グラフィックス事業＞から構成されておりま
すが、各々の事業内容及び経営成績は以下のとおりであります。

＜人材派遣サービス及びシステム開発部門＞
人材派遣サービス事業は、システムエンジニアリング及びバックオフィス関連業務等の専門性の高い業務に

対応できる人材を派遣し、業務の最適化・効率化に貢献するサービスとなります。
システム開発事業は、ハード・ソフトの調達を含めたシステム構築により企業のＩＴ関連をトータルにサポ

ートし、顧客の業務効率化・コスト削減に貢献するために付加価値の高いサービスをワンストップで提供する
サービスとなります。
上記以外にも、廃棄パソコンの買取りやサーバーのＨＤＤデータの消去、パソコン本体及び周辺機器のリサ

イクルなど法人向けのリサイクルサービスを提供しております。
当連結会計年度においては、売上高は、人材派遣サービス事業のＤＸ案件等の受注増加やＰＣデータ消去・

リサイクル事業での中古ＰＣ販売・データ消去案件の増加等による増収要因があった一方、受託開発案件が減
少したこと等により前期比で減収となりました。利益面では、売上高減少に伴う減益要因があったものの、利
益率の高い開発案件の取扱いが増加したこと等により前期比で増益となりました。

＜受託開発及び産業用グラフィックス部門＞
受託開発部門は、プリンターや通信機器等の組込システム・各種業務システム・健診システム等の受託開

発、ポータルＷＥＢサイト構築・サーバー環境設計／構築／運用／保守・簡易外観検査装置等の受託開発を行
っております。
産業用グラフィックス部門は、医療機関で使われる画像参照用モニタの調整や品質管理を行うソフトウェア

である「ＦＶＴ-ａｉｒ」を、当社独自のモニタソリューションとして全国の大小様々な医療機関に導入頂ける
よう営業を推進しております。
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当連結会計年度においては、売上高は、既存顧客からの開発案件の受注が堅調に推移したこと等により前期
比で増収となりました。利益面では、中間連結会計期間において一部開発案件のトラブル対応に係る工数が予
定外に増加したこと、四半期毎の受注増減幅が例年と比較して大きく一時的に効率が悪化したこと等から、各
種コスト削減を実施した結果、通期で営業黒字を確保したものの、前期比では減益となりました。

これらの結果、当セグメントの売上高は1,117,524千円（前年同期比4.4％減）となり、セグメント利益は
68,043千円（前年同期比8.9％減）となりました。

2) 再生可能エネルギー
「再生可能エネルギーセグメント」は、太陽光発電設備の企画・設計、再生可能エネルギーに係るコンサル

ティング、北海道宗谷郡に所有する風車発電所を利用した電力販売等を行っております。当該事業は、主に、
＜太陽光発電関連事業＞、＜風力発電事業＞から構成されておりますが、各々の事業内容及び経営成績は以下
のとおりであります。

＜太陽光発電関連事業＞
太陽光発電関連事業は、営農型太陽光発電所の企画、設計、施工、開発及び管理、再生可能エネルギーに係

るコンサルティングを行っております。
当連結会計年度においては、売上高は、蓄電所向け用地の調査及び電力申請に関するサポートに関する受託

案件を実施したこと等により、前期比で増収となりました。利益面では、営農型太陽光発電事業の大幅な事業
規模縮小に伴い、前年同期と比較して人件費や業務委託費ほか販売管理費の大半が減少したこと等により前期
比で赤字縮小となりました。

＜風力発電事業＞
風力発電事業は、北海道宗谷郡に所有する風力発電所を利用した電力販売事業を行っております。
当連結会計年度においては、売上高は、発電量が例年と比較して減少傾向となったこと、夏季に発生した落

雷停電の影響により風力発電機が一定期間停止したこと等から前期比で減収となりました。費用面では、売上
高減少に伴う減益要因に加え、落雷停電に伴い発電設備の点検・補修に係る保守費が発生したこと、2024年
４月より発電設備に係る水道光熱費が発電事業者負担となったこと等により、利益は前期比で減益となりまし
た。

これらの結果、当セグメントの売上高は40,951千円（前年同期比23.0％減）となり、のれんの償却額
9,502千円を計上したこと等により、セグメント損失は25,786千円（前年同期はセグメント損失145,310千
円）となりました。
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3) 資産運用関連事業
「資産運用関連事業セグメント」は、事業者向けファクタリングサービス、区分所有マンションの短期転売

を中心とした不動産売買事業等を行っております。当該事業は、主に、＜ファクタリング事業＞、＜不動産売
買事業＞から構成されておりますが、各々の事業内容及び経営成績は以下のとおりであります。

＜ファクタリング事業＞
当連結会計年度においては、2024年７月の事業者向けファクタリングサービス開始以降、積極的な契約獲

得活動に注力したことにより、当連結会計年度のファクタリング取扱高（債権回収総額）は1,142,055千円、
事業売上高113,335千円、事業利益は18,122千円となりました。

＜不動産売買事業＞
当連結会計年度においては、都内近郊の区分所有マンションの短期転売に向けた市場調査及び物件仕入等、

収益化に向けた先行投資活動を実施するとともに物件販売活動に従事したことにより、事業売上高159,821千
円、事業利益2,810千円となりました。

これらの結果、当セグメントの売上高は273,156千円、セグメント利益は20,932千円となりました。

4) その他
その他事業は、アイラッシュサロン「ＦＬＡＳＨ」の運営等を行っております。
当セグメントの売上高は39,438千円（前年同期比30.3％減）、セグメント損失は26,407千円（前年同期は

セグメント損失12,970千円）となりました。

② 設備投資の状況
当連結会計年度において、当社グループの設備投資の総額は28,103千円であり、その主なものは、目黒区

役所総合庁舎の区画内に設置したＥＶ急速充電設備（ＥＶステーション）に関する機械装置等であります。

③ 資金調達の状況
該当事項はありません。

④ 他の会社の株式等の取得その他企業再編の状況
該当事項はありません。
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（2）直前３事業年度の財産及び損益の状況

区分
第26期

自 2021
至 2022

年
年
4
3
月
月
1
31
日
日

第27期
自 2022
至 2023

年
年
4
3
月
月
1
31
日
日

第28期
自 2023
至 2024

年
年
4
3
月
月
1
31
日
日

第29期
自 2024
至 2025

年
年
4
3
月
月
1
31
日
日

売上高 （千円） 1,225,685 1,300,736 1,276,789 1,469,510

営業損失 （千円） △144,988 △187,216 △216,670 △50,748

経常損失 （千円） △108,315 △164,232 △190,152 △31,497

税金等調整前当期純損失 （千円） △95,322 △168,153 △798,634 △223,059

親会社株主に帰属する当期純損失 （千円） △119,542 △183,175 △813,124 △230,861

１株当たり当期純損失 △6円06銭 △8円00銭 △32円11銭 △9円12銭

総資産 （千円） 1,886,688 2,087,611 1,295,984 1,050,166

純資産 （千円） 1,588,127 1,792,118 981,985 749,110

（3）重要な子会社の状況
会社名 資本金 当社の議決権比率 主要な事業内容

株式会社上武 42,500千円 100.0％ ソフトウェア開発、人材派遣事業、PCデータ消去

株式会社ソアーシステム 12,000千円 100.0％ 組込機器及びソフトウェアの開発、サーバ構築・運用
保守

株式会社ＢＳ ＥＮＥＲＧＹ 78,500千円 100.0％ 営農型太陽光発電所の企画、設計、施行、開発、管理
再生可能エネルギー関連のコンサルティング

井の三風力発電株式会社 50,000千円 100.0％ 風力発電事業

株式会社Ｇｌｏｔｕｓ 51,000千円 100.0％ アイラッシュサロンの運営
事業者向けファクタリング事業

株式会社レブラス 4,850千円 100.0％ 不動産売買事業

他、連結子会社１社 ― ― ―

（注）1. 当社の議決権比率は直接所有であります。
2. 当事業年度において特定完全子会社はありません。
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（4）対処すべき課題
当社は、当社グループ各事業の更なる事業基盤の強化とシナジーの最大化を通じて持続的な成長を果たし、企

業価値を向上させるため、以下の事項を主な経営課題として取り組んでまいります。

1.既存事業の強化
既存事業における収益体質の強化を図るため、各事業が有するノウハウ、技術、サービス等の営業資産の活用

による売上高の増加及びグループ内の人的資源の最適配分や積極的な内製化の推進による各事業の抜本的なコス
ト構造改革を実施するとともに、優秀な人材の確保・育成や、柔軟で多様な発想や価値観を持つ人材の活用によ
る企業の活性化のためダイバーシティ経営を推進し、より強固な組織体制の構築に努めてまいります。

2.新規事業領域への進出
当社グループが企業価値を向上し安定的な成長を続けるためには、既存事業に加え、新規事業領域への進出が

重要な課題であると認識しております。当社グループでは、グループ各社の顧客基盤、営業基盤の共有、技術・
サービスの相互支援や、協力会社とのアライアンス、積極的なM＆A展開による各事業の周辺領域の獲得を通じ
て事業多角展開等を進め、新規ビジネスの拡大に努めてまいります。

3.内部管理体制の強化
当社グループが継続的な成長を続けることができる企業体質の確立に向けて、コーポレート・ガバナンスと内

部管理体制の更なる強化が対処すべき重要な課題の一つと認識しております。当社はこれまで、当社グループ各
社の業容規模に応じた内部管理体制を確立してまいりましたが、今後につきましても、ステークホルダーに対し
て経営の適切性や健全性を確保し、更なる持続的かつ健全な成長を図るため、引き続きコーポレート・ガバナン
ス及び内部管理体制の強化に取り組み、グループ全体の業務の適正を確保するための体制を整備してまいりま
す。

4.ダイバーシティ経営の推進
当社グループは、ひとりひとりが能力を最大限に発揮するための働き方改革と、国籍・性別・性的指向・年

齢・障がいの有無等の人材の多様性を尊重し、様々な視点や考え方を事業活動に取り入れ組織全体の競争力を高
めるダイバーシティ経営の推進が、当社グループの成長に必要不可欠であるとの認識の下、多様な人材が活躍で
きる環境の整備を通じて、企業グループとして持続的な成長の実現を目指してまいります。

5.利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題として認識しております。利益配当につきましては、企業体

質の強化と今後の積極的な事業展開に備えるため、内部留保を充実させることを勘案しながら、各期の業績を考
慮して決定することを基本方針としております。
当期の配当につきましては、今後の事業展開に備え、内部留保を充実させる必要があることから、誠に遺憾な

がら無配とさせていただきたく存じます。
なお、内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応できる経営体制の強化及び既存事

業の拡大、新規事業領域への参入を意図するM＆A戦略等に有効に投資し、将来的な株主価値の向上を目指して
いく所存であります。
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（5）主要な事業内容（2025年３月31日現在）

事業区分 事業内容

システム開発
・組込系システムの受託開発、サーバ構築・運用・保守
・業務系システム開発に関するＩＴサポート、人材派遣
・医用画像表示ソフトウェアの販売

再生可能エネルギー
・営農型太陽光発電所の企画、設計、施行、開発、管理
・再生可能エネルギーに関連するコンサルティング、事業支援
・風力発電事業

資産運用関連事業
・ファクタリング事業
・不動産売買事業

その他 ・アイラッシュサロンの運営、化粧品・健康食品等の販売

（6）使用人の状況（2025年３月31日現在）

企業集団の使用人の状況
事業区分 使用人数 前連結会計年度末比増減

システム開発 129名 6名減

再生可能エネルギー 3名 1名減

資産運用関連事業 2名 2名増

その他 −名 −名

全社（共通） 5名 1名減

合 計 139名 6名減

（注）1. 使用人数は、就業人員（グループ外から当社グループへの出向者を含む。）であります。
2. 全社（共通）の使用人数は、特定の事業に区分できない当社管理部門の所属人数であります。

（7）その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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（8）主要な拠点（2025年３月31日現在）

当社 本社（東京都港区）

株式会社リアルビジョン 本社（東京都港区）

株式会社ソアーシステム 本社（東京都港区）

株式会社上武 本社（東京都港区）、大阪支店（大阪市中央区）

株式会社Ｇｌｏｔｕｓ 本社（東京都港区）

株式会社ＢＳ ＥＮＥＲＧＹ 本社（東京都渋谷区）

井の三風力発電株式会社 本社（東京都渋谷区）

株式会社レブラス 本社（東京都千代田区）

（9）主要な借入先の状況（2025年３月31日現在）
（単位：千円）

借入先 借入金残高

城南信用金庫 45,627

巣鴨信用金庫 25,924

さわやか信用金庫 23,556

株式会社日本政策金融公庫 22,496
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２ 会社の現況
（1）株式の状況（2025年３月31日現在）

① 発行可能株式総数 67,700,000株
② 発行済株式の総数 25,321,760株
③ 株主数 6,679名
④ 大株主（上位10名）

株主名 持株数（株） 持株比率（％）

株式会社ヘーリオスエネルギー 3,257,550 12.87

株式会社SEED 2,114,300 8.35

奥条 瑳京 1,193,100 4.71

株式会社SPV2号 1,188,500 4.69

株式会社ユーキトラスト 1,135,000 4.48

株式会社SBI証券 1,030,500 4.07

株式会社アドマンクリエイティブ 603,000 2.38

楽天証券株式会社 459,300 1.81

株式会社DMM.com証券 382,600 1.51

吉岡 裕之 380,000 1.50

（注） 持株比率は自己株式（734株）を控除して計算しております。

（2）新株予約権等の状況
① 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

該当事項はありません。

② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。

③ その他新株予約権等の状況
該当事項はありません。
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（3）会社役員の状況
① 取締役及び監査役の状況（2025年３月31日現在）

地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 荻 野 善 之
株式会社上武 取締役
株式会社ソアーシステム 取締役
株式会社Ｇｌｏｔｕｓ 代表取締役

取締役 上 田 真
株式会社ＢＳ ＥＮＥＲＧＹ 取締役
株式会社Ｇｌｏｔｕｓ 取締役
株式会社レブラス 代表取締役

取締役 金 子 洋 祐 トラロックエンターテインメント株式会社 顧問

取締役 中 澤 隆 太 株式会社Ｒｙｕ商会 代表取締役

常勤監査役 佐 藤 史 治

有限会社エフ・エム・シー 代表取締役
株式会社ジェイムス 取締役
株式会社ヘルスケア・フロンティアーズ 代表取締役
株式会社上武 監査役
株式会社ソアーシステム 監査役

監査役 松 﨑 久 佳

監査役 矢 部 康 夫 矢部康夫税理士事務所 所長

（注）1. 取締役金子洋祐氏、中澤隆太氏は、社外取締役であります。
2. 常勤監査役佐藤史治氏、監査役松﨑久佳氏、矢部康夫氏は、社外監査役であります。
3. 監査役矢部康夫氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
4. 当社は、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出てお

ります。

② 事業年度中に退任した取締役及び監査役
該当事項はありません。
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③ 当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等の額
１．取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

当社の取締役の報酬は、金銭による月例の固定報酬のみで構成されております。報酬の金額は、役員
の経営に対する責任の大きさ、培った経験、知見、専門知識を基本部分として、当社業績水準、業績へ
の寄与度、社会情勢等を勘案して支給額を決定するものとしております。

２．取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役の金銭報酬の額は、1997年６月23日開催の第１回定時株主総会において年額100,000

千円以内と決議されております（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）。当該定時株主総会終
結時点の取締役の員数は３名です。
監査役の金銭報酬の額は、1997年６月23日開催の第１回定時株主総会において年額30,000千円以

内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は３名です。

３．取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する事項
当社の取締役の個人別の報酬の内容は、2021年２月25日開催の取締役会において決議いたしました

決定方針に従い、取締役会から委任を受けた代表取締役社長 荻野善之がその具体的内容を決定するも
のとしております。代表取締役社長に委任した理由は、当社全体の業績を勘案しつつ各取締役の職務の
評価を行うには代表取締役が最も適任であると判断したためであります。代表取締役社長は、社外取締
役による決定方針との整合性等の検討結果を踏まえた見解を尊重した上で、株主総会で決議された報酬
総額の範囲内において取締役の個人別の報酬の内容を決定するものとしております。当事業年度に係る
取締役の個人別の報酬は、これらの手続きを経て決定されていることから、取締役会はその内容が決定
方針に沿うものであり、相当であると判断しております。
当社は、取締役の報酬について任意の委員会等は設置しておりませんが、報酬制度の設計については

必要に応じて取締役会にて見直しを行うこととしており、当社の機関構成の状況に鑑み、現時点では現
在の体制が適切であると判断しております。

４．取締役および監査役の報酬等の額

役員区分
報酬等の
総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる
役員の員数

(人)基本報酬 業績連動
報酬等

非金銭
報酬等

取締役
(うち社外取締役)

13,800
(2,400)

13,800
(2,400) − − 4

(2)

監査役
(うち社外監査役)

4,800
(4,800)

4,800
(4,800) − − 3

(3)

(注) 業績連動報酬等及び非金銭報酬等は支給せず、金銭による固定報酬が個人別の報酬等の全部を占めるものとしております。
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④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、各社外役員との間で会社法第427条第１項の規定による責任限定契約を締結しております。その契

約に基づく賠償の限度額は、法令で定める責任限度額としております。

⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しておりま

す。保険料は原則として当社が全額負担しており、被保険者である当社取締役及び監査役がその職務の執行に
関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が補填され
ます。但し、故意または重過失に起因する損害賠償請求は当該保険契約により補填されないなど一定の免責事
由があります。

⑥ 社外役員に関する事項
イ．重要な兼職先と当社との関係

地位 氏名 兼職先と当社との関係

取締役 金 子 洋 祐
金子洋祐氏は、トラロックエンターテインメント株式会社の顧問を兼務しておりま
す。当社とトラロックエンターテインメント株式会社との間に特別な関係はありませ
ん。

取締役 中 澤 隆 太 中澤隆太氏は、株式会社Ｒｙｕ商会の代表取締役を兼務しております。当社と株式会
社Ｒｙｕ商会との間に特別な関係はありません。

監査役 佐 藤 史 治
佐藤史治氏は、有限会社エフ・エム・シーの代表取締役、株式会社ジェイムスの取締
役、株式会社ヘルスケア・フロンティアーズの代表取締役を兼務しております。当社
と上記各会社の間に特別な関係はありません。

監査役 矢 部 康 夫 矢部康夫氏は、矢部康夫税理士事務所の所長を兼務しております。当社と矢部康夫税
理士事務所との間に特別な関係はありません。
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ロ．当事業年度における主な活動状況

地位 氏名 主な活動状況と
社外役員が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要

取締役 金 子 洋 祐 当事業年度に開催された取締役会14回の全てに出席し、事業会社の管理部門における
豊富な経験を活かして適宜発言を行っております。

取締役 中 澤 隆 太 当事業年度に開催された取締役会14回のうち13回に出席し、経営者としての豊富な
経験や見識を活かして適宜発言を行っております。

監査役 佐 藤 史 治
当事業年度に開催された取締役会14回の全てに出席し、財務経理、経営管理全般に関
する幅広い経験と見識を活かして適宜発言を行っております。
また、当事業年度に開催された監査役会12回の全てに出席し、監査の方法、監査結果
についての意見交換、監査に関する重要事項等の協議を行っております。

監査役 松 﨑 久 佳
当事業年度に開催された取締役会14回の全てに出席し、税務分野における高度な専門
知識と豊富な経験を活かして適宜発言を行っております。
また、当事業年度に開催された監査役会12回の全てに出席し、監査の方法、監査結果
についての意見交換、監査に関する重要事項等の協議を行っております。

監査役 矢 部 康 夫
当事業年度に開催された取締役会14回のうち13回に出席し、税理士としての税務分野
における高度な専門知識と豊富な経験を活かして適宜発言を行っております。
また、当事業年度に開催された監査役会12回のうち11回に出席し、監査の方法、監査
結果についての意見交換、監査に関する重要事項等の協議を行っております。
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（4）会計監査人の状況
① 名称 霞友有限責任監査法人

② 報酬等の額
支払額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 17,930千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 17,930千円

（注）1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確
に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載
しております。

2. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積の算出根拠等が適切であるかどうかにつ
いて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

③ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役会は、監査役全員

の同意により解任いたします。
また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性等により職務の遂行に支障があると認められる場

合、監査役会は、会計監査人の不再任を株主総会に提案することを決定いたします。

（5）業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
当社が業務の適正を確保するための体制として取締役会において決議した事項は次のとおりであります。
① 取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

1）法令・定款及び社会倫理を遵守した行動をとるための「企業行動規範」ほかコンプライアンス体制に係
る各種社内規程等を整備し、取締役及び従業員はこれを遵守する。

2）法令上疑義のある行為等について、従業員等が直接情報提供を行う手段として内部通報規程を定め、コ
ンプライアンスの実効性を高める。

3）重要な法的課題やコンプライアンスに関する事項等で業務執行上疑義が生じた場合は、顧問弁護士等の
外部アドバイザーへ相談し、助言を求める。
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4）代表取締役直轄の内部監査担当者により、取締役及び従業員による職務執行及びコンプライアンスの状
況等について定期的に内部監査を実施の上、その有効性を評価し、必要な是正を行うとともに、管理
部門と連携の上、必要に応じて社内教育・研修を実施する。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、法令･社内規程に基づき、文書等作成、保存及び管理を行う。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1）コンプライアンス、個人情報、品質、情報セキュリティ等に係るリスクに対処するため、リスク管理規

程を制定するとともに、各部門においてガイドラインやマニュアルの作成・配布、研修の実施等を行
うものとし、組織横断的リスクについてはリスク管理責任者が状況把握、管理を行う。

2）戦略意思決定等経営の重要事項の決定に伴うリスクについては、取締役会において管理を行う。
3）不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を中心に、必要に応じ顧問弁護士等の外部アドバイザ

ーと連携し、損害の拡大を防止しこれを最小限にとどめるよう努力する。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1）法令に定められた事項のほか、経営の基本方針、年次予算その他重要事項等の決定、全社的な経営目標

の策定及び業務執行の監督を行うため、月１回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を
適宜開催する。

2）職務権限規程、業務分掌規程等の社内規程に基づき、職務執行の範囲及び責任権限を明確にし、効率的
に職務を遂行する。

3）事業環境の分析、利益計画の進捗状況管理等、子会社における日常業務執行上の課題を討議するため、
当社取締役、監査役及び子会社取締役のほか、適宜該当する部署の部長も出席する定例会議において
経営数値その他重要な情報に関する経営報告を義務付け、必要に応じて当社取締役が助言と指導を行
う。

⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
子会社の取締役もしくは監査役を当社取締役から派遣し、子会社の職務執行の監視・監督を行うと同時に、

企業集団全体としての方針及び職務執行の法令遵守を徹底させる。
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⑥ 監査役がその補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項
監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合においては、当社の従業員を任命する。ま

た、業務遂行上必要な場合、監査役の職務を補助する従業員が取締役から独立して業務を行うよう指示できる
体制を整える。

⑦ 前号の従業員の取締役からの独立性に関する事項
前号の従業員については、取締役からの独立性を確保するために、任命、解任、人事異動については監査役

会の同意を必要とする。

⑧ 取締役及び従業員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
1）取締役又は従業員は、法定の事項に加え、当社に著しい損害を及ぼす恐れがある事実があることを発

見したときは、直ちに監査役会に報告する。
2）監査役は、取締役会のほか重要な会議に出席し、取締役及び従業員から職務遂行状況の報告を求める

ことができる。
3）内部監査担当者は、監査役会と密接な連携を保持し、内部監査の結果を監査役会に定期的に報告する。
4）監査役会へ報告を行った取締役及び従業員に対し、当該報告を行ったことを理由として不利益な取扱

いをすることを禁止する。

⑨ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、全取締役と取締役会その他定例会議等を通じ、情報の共有及び意見交換を行うとともに、会計監

査人より定期的に会計監査内容について説明を受け、効果的な監査業務の遂行を図る。監査役の職務執行に関
して生じる費用については会社で負担するものとし、所定の手続きにより速やかに処理するものとする。
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当事業年度における当該体制の運用状況の概要は次のとおりであります。
① コンプライアンスに関する取組みの状況
当社は、従業員に対し社内研修や会議体を通じてコンプライアンスに関する教育を実施することで、法令及

び定款を遵守するための取組みを継続的に行っております。また、当社は「内部通報取扱規程」を制定し、社
内から独立した外部弁護士事務所を内部通報窓口とするコンプライアンスホットラインを設け、問題の早期発
見に努めております。なお、当事業年度において発生した内部通報案件はありません。
また、内部監査につきましては、代表取締役直轄の内部監査担当者が内部監査計画に基づき実施しておりま

す。

② 損失の危険の管理に関する取組みの状況
当社は、リスクの軽減、予防の推進及び迅速な対処のため、「リスク管理規程」を制定し、リスク管理体制

の強化を推進しております。また、グループ主要各社のリスク管理担当者と会議等を通して個別事象及びリス
ク管理状況について情報共有を行っております。

③ 取締役の業務執行の適正及び効率性の確保に関する取組みの状況
当社の取締役会は、社外取締役２名を含む取締役４名で構成され、監査役３名（全員が社外監査役）も出席

しております。「取締役会規程」に基づき原則として毎月１回の定時取締役会を開催するほか、重要な事項に
関しては適宜臨時取締役会を開催し、各議案についての審議、業務執行状況等の監督を行っております。取締
役会の運営にあたっては、経営上の重要な事項に関して、その分野の専門家等にアドバイスを求めるほか、活
発な意見交換がなされており、意思決定及び監督の実効性は確保されております。

④ 当社グループにおける業務の適正の確保に関する取組みの状況
当社グループでは、毎月、関係会社定例会議を開催しており、各子会社役員から月次業績や経営計画の進捗

状況及び業務執行状況等についての報告を受け、質疑応答を行って情報の共有化を図るなど、子会社の経営管
理体制の構築に努めております。また、グループ主要各社の取締役もしくは監査役を当社取締役から派遣し、
子会社の職務執行の監視・監督を行うと同時に、企業集団全体としての方針及び職務執行の法令遵守の徹底に
努めております。
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連結貸借対照表 （単位：千円）

科目 第29期
2025年3月31日現在

（ご参考）第28期
2024年3月31日現在

資産の部

流動資産 880,203 948,446

現金及び預金 525,563 626,298

受取手形及び売掛金 160,138 174,375

商品及び製品 38,633 5,904

仕掛品 4,984 13,101

原材料及び貯蔵品 10 15

短期貸付金 5,435 66,758

未収入金 206,763 32,734

その他の流動資産 37,552 29,259

貸倒引当金 △98,877 −

固定資産 169,962 347,538

有形固定資産 12,009 77,177

建物及び構築物 6,865 56,503

機械装置及び運搬具 227 13,776

工具器具及び備品 4,916 6,897

無形固定資産 69,329 99,179

のれん 54,869 80,773

その他の無形固定資産 14,460 18,405

投資その他の資産 88,623 171,181

投資有価証券 57,359 60,284

長期貸付金 − 80,661

繰延税金資産 5,205 4,273

その他の投資等 37,007 37,270

貸倒引当金 △10,948 △11,308

資産合計 1,050,166 1,295,984

科目 第29期
2025年3月31日現在

（ご参考）第28期
2024年3月31日現在

負債の部

流動負債 195,078 190,035

支払手形及び買掛金 5,560 2,795

短期借入金 28,500 21,000

未払法人税等 10,752 11,486

賞与引当金 21,552 23,934

その他の流動負債 128,712 130,819

固定負債 105,977 123,963

長期借入金 82,831 98,328

退職給付に係る負債 4,936 3,144

繰延税金負債 4,427 8,467

資産除去債務 13,505 13,425

その他の固定負債 278 598

負債合計 301,056 313,999

純資産の部

株主資本 741,832 972,699

資本金 100,000 100,000

資本剰余金 1,917,377 1,917,377

利益剰余金 △1,275,169 △1,044,307

自己株式 △376 △370

その他の包括利益累計額 7,277 9,285

その他有価証券評価差額金 7,277 9,285

純資産合計 749,110 981,985

負債・純資産合計 1,050,166 1,295,984
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連結損益計算書 （単位：千円）

科目
第29期

2024
2025

年
年
4
3
月
月
１
31
日から
日まで

（ご参考）第28期
2023
2024

年
年
4
3
月
月
1
31
日から
日まで

売上高 1,469,510 1,276,789
売上原価 976,153 880,864

売上総利益 493,357 395,924
販売費及び一般管理費 544,106 612,595

営業損失（△） △50,748 △216,670
営業外収益 21,958 29,015

受取利息 5,270 7,109
受取配当金 14,248 9,140
助成金収入 570 11,418
その他 1,870 1,345

営業外費用 2,707 2,497
支払利息 2,558 2,418
その他 149 78
経常損失（△） △31,497 △190,152

特別損失 191,562 608,481
棚卸資産評価損 − 100,000
貸倒引当金繰入額 98,877 −
固定資産除却損 − 0
減損損失 92,684 507,981
その他 − 499

税金等調整前当期純損失（△） △223,059 △798,634
法人税、住民税及び事業税 11,857 14,230
法人税等調整額 △4,054 259
法人税等合計 7,802 14,490
当期純損失（△） △230,861 △813,124
親会社株主に帰属する当期純損失（△） △230,861 △813,124
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連結株主資本等変動計算書
第29期 2024年４月１日から2025年３月31日まで （単位：千円）

株 主 資 本
資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当連結会計年度期首残高 100,000 1,917,377 △1,044,307 △370 972,699

当連結会計年度変動額
親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失 ( △ ) △230,861 △230,861

自 己 株 式 の 取 得 △5 △5
株主資本以外の項目の当連結
会計年度の変動額(純額)
当連結会計年度変動額合計 − − △230,861 △5 △230,867

当連結会計年度末残高 100,000 1,917,377 △1,275,169 △376 741,832

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
純 資 産 合 計その他有価証券

評価差額金
その他の包括利益

累計額合計

当連結会計年度期首残高 9,285 9,285 981,985

当連結会計年度変動額
親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失 ( △ ) △230,861

自 己 株 式 の 取 得 △5
株主資本以外の項目の当連結
会計年度の変動額(純額) △2,008 △2,008 △2,008

当連結会計年度変動額合計 △2,008 △2,008 △232,875

当連結会計年度末残高 7,277 7,277 749,110
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連結注記表
１．継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

２．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
（１）連結の範囲に関する事項

① 連結子会社の状況
連結子会社の数……………………７社
主要な連結子会社の名称…………株式会社上武

株式会社ソアーシステム
株式会社リアルビジョン
株式会社Ｇｌｏｔｕｓ
株式会社ＢＳ ＥＮＥＲＧＹ
井の三風力発電株式会社
株式会社レブラス

主要な非連結子会社の名称等……該当事項はありません。

② 持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。

③ 連結子会社の事業年度等に関する事項
すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
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３．会計方針に関する事項
（１）有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券
市場価格のない株式等…移動平均法による原価法

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
① 商品及び製品 ………最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定）及び総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低
下に基づく簿価切下げの方法により算定）

② 仕掛品 ………………移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの
方法により算定）及び個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基
づく簿価切下げの方法により算定）

③ 原材料及び貯蔵品 …最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下
げの方法により算定）及び総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低
下に基づく簿価切下げの方法により算定）

（３）重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産…………定率法によっております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物

附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築
物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 ２〜18年
機械装置及び運搬具 ２〜９年
工具器具及び備品 ４〜10年

また、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、法人税法の規定に基づき３年間で均等償
却する方法を採用しております。

② 無形固定資産
ソフトウエア ………市場販売目的のソフトウエアについては、販売可能な有効期間（３年）に基づく

定額法、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（２〜
５年）に基づく定額法によっております。

③ リース資産……………リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。
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（４）重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金……………売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額
を計上することとしております。

② 賞与引当金……………従業員の賞与の支払いに備えるため、当連結会計年度に負担すべき支給見込額を
計上しております。

（５）収益及び費用の計上基準
システム開発事業においては、開発の進捗に応じて顧客の資産が増加するとともに顧客が当該資産の支配

を獲得し、これに応じて当社グループの履行義務が充足されるため、一定の期間にわたり充足される履行義
務は、期間がごく短いソフトウェア開発を除き、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づ
き収益を一定の期間にわたり認識し、一時点で充足される履行義務は、工事完成時に収益を認識することと
しております。

（６）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して

おります。

（７）その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る会計処理の方法……退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末

自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用し
ております。
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４．会計上の見積りに関する注記
（再生可能エネルギー事業に属するのれんの評価）
（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

(単位：千円)
当連結会計年度

のれん 54,869
減損損失 16,401

（注）のれんは、井の三風力発電株式会社の取得に係るのれんであります。

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは、被取得企業の今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力として、取得原価と

被取得企業の識別可能資産及び負債の企業結合日時点の評価との差額をのれんとして計上しております。こ
れらは、その効果が発現すると見積もられる期間で均等償却しております。
株式の取得価額は、外部専門家が作成した株式価値算定書を基に決定しており、評価対象企業から期待さ

れる将来キャッシュ・フローに基づいて価値を評価するインカム・アプローチによるディスカウント・キャ
ッシュ・フロー法を用いて割引計算した数値を用いております。
のれんについては、事業計画の達成状況をモニタリングすることによって減損の兆候の有無の判定を行っ

ており、減損の兆候を識別した場合には、のれんの残存償却期間に対応する期間における割引前将来キャッ
シュ・フローを事業計画に基づいて算定し、帳簿価額と比較して減損損失の要否を判定しております。減損
損失の認識が必要と判定された場合、当該のれんについては、回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損
損失として認識しております。当連結会計年度においては、井の三風力発電株式会社に係るのれんについ
て、株式取得時の事業計画において想定した超過収益力が見込めなくなったことから、減損の兆候が生じて
いるものとして減損の認識の判定及び測定を行った結果、帳簿価額を割引前将来キャッシュフローである回
収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。
株式取得に利用した事業計画には、経営者の主観的な判断によって影響を受ける中長期的な成長性を示す

売上成長率や関連する市場環境の将来の趨勢に関する経営者の判断等の重要な仮定が含まれております。
なお、減損の兆候の把握、減損損失の認識及び測定に当たっては慎重に検討しておりますが、事業計画や

市場環境の変化などによって、その見積りの前提とした条件や仮定に変更が生じた場合には、減損損失の計
上が必要となり、翌連結会計年度の連結計算書類において重要な影響を与える可能性があります。
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（貸倒引当金）
（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

(単位：千円)
当連結会計年度

未収入金 206,763
貸倒引当金 98,877

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは保有する債権に係る損失が見込まれる場合、その損失に充当する金額を見積り貸倒引当金

を計上します。一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可
能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
貸倒懸念債権、または債権回収が長期化する可能性がある債権、回収見込みが不確定であると判断した債

権等特定の債権の回収可能性の判断において、債務者の財政状態や支払滞留状況、督促に対する回答状況
等、様々な要因を総合的に勘案して債権の回収可能性を評価しております。
貸倒懸念債権等特定の債権の評価は、将来の不確実な経済条件の変動などによる影響を受け、債務者の財

務状況等が悪化した場合には、翌連結会計年度以降の連結計算書類において認識する貸倒引当金の金額に影
響を与える可能性があります。

５．連結貸借対照表に関する注記

（１）有形固定資産の減価償却累計額 357,004千円

（２）担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は次のとおりであります。
現金及び預金 10,000千円

担保付債務は次のとおりであります。
短期借入金 10,000千円
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６．連結株主資本等変動計算書に関する注記
（１）発行済株式の総数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度
期首の株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末の
株 式 数

普 通 株 式 25,321,760株 − − 25,321,760株

（２）自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度
期首の株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末の
株 式 数

普 通 株 式 650株 84株 − 734株

（３）剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。

（４）当連結会計年度末日における新株予約権に関する事項
該当事項はありません。

７．金融商品に関する注記
（１）金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
資金運用については預金等の元本保証若しくはそれに準じる安全性の高い金融商品で行い、資金調達に

ついては主に銀行借入しております。当連結会計年度において、デリバティブ取引は行っておりません。
② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関して
は、各社の管理部門が取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、回収遅延債権については、営業部門と
連携し、速やかに適切な対応を行う体制としております。
また未収入金は、主にファクタリング方式により譲渡した売上債権等であり、ファクタリング会社等の

信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、取引先ごとに期日及び残高管理を行い、回収懸
念の早期把握や貸倒れリスクの軽減を図っております。
貸付金については、貸付先の信用リスクに晒されておりますが、信用リスクについては貸付先の状況を

定期的にモニタリングし、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
営業債務である買掛金及び未払金は、原則として１か月以内の支払期日であり、流動性リスクに晒され
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ております。当該リスクに関しては、月次に資金繰り計画を作成、更新するとともに手許流動性の維持等
により管理しています。
借入金は主に設備投資及び運転資金に係る資金調達を目的としたものであります。

（２）金融商品の時価等に関する事項
2025年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり

ます。なお、市場価格のない株式等は含まれておりません。詳細につきましては、「(注)１.」をご参照くだ
さい。

連結貸借対照表
計上額（千円） 時価（千円） 差額（千円）

① 現金及び預金 525,563 525,563 −
② 受取手形及び売掛金 160,138 160,138 −
③ 未収入金 206,763 206,763 −
④ 短期貸付金 5,435 5,435 −

資産計 897,900 897,900 −
① 支払手形及び買掛金 5,560 5,560 −
② 短期借入金 28,500 28,500 −
③ 未払金 54,634 54,634 −
④ 未払法人税等 10,752 10,752 −
⑤ 預り金 4,662 4,662 −
⑥ 長期借入金（※） 107,603 106,506 △1,096

負債計 211,712 210,615 △1,096

（※）長期借入金には１年内返済予定の長期借入金を含んでおります。

（注）１．市場価格のない株式等

連結貸借対照表計上額（千円）
投資有価証券
非上場外国株式 57,359

資産合計 57,359
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２．金銭債権の連結決算日後の償還予定額
１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 525,563 − − −
受取手形及び売掛金 160,138 − − −
未収入金 206,763 − − −
短期貸付金 5,435 − − −

合計 897,900 − − −

３．借入金の連結決算日後の返済予定額は、次のとおりであります。
１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

短期借入金 28,500 − − −
長期借入金（※） 24,772 78,401 4,430 −

合計 53,272 78,401 4,430 −

（※）長期借入金には１年内返済予定の長期借入金を含んでおります。

（３）金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに

分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

① 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
該当ありません。
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② 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金（１年以内返済予定含む） − 106,506 − 106,506
負債計 − 106,506 − 106,506

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
長期借入金
長期借入金の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割

引現在価値法により算定しており、レベル２に分類しております。

８．賃貸等不動産に関する注記
該当事項はありません。
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９．収益認識に関する注記
（１）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位：千円)
報告セグメント

調整額 合計システム
開発

再生可能
エネルギー

資産運用
関連事業 その他 計

人材派遣サービス事業 442,090 − − − 442,090 − 442,090

システム開発事業等 253,645 − − − 253,645 △360 253,285

受託開発事業 420,932 − − − 420,932 △1,200 419,732

産業用グラフィックス事業 856 − − − 856 − 856

太陽光発電関係事業 − 10,964 − − 10,964 − 10,964

風力発電事業 − 29,986 − − 29,986 − 29,986

ファクタリング事業 − − 113,335 − 113,335 − 113,335

不動産売買事業 − − 159,821 − 159,821 − 159,821

その他 − − − 39,438 39,438 − 39,438

顧客との収益から生じる収益 1,117,524 40,951 273,156 39,438 1,471,070 △1,560 1,469,510

その他の収益 − − − − − − −

外部顧客への売上高 1,117,524 40,951 273,156 39,438 1,471,070 △1,560 1,469,510

（注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、美容関連事業を含んでおり
ます。また、「調整額」の内容はセグメント間取引消去であります。

（２）顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
連結計算書類「連結注記表 ３．会計方針に関する事項（５）収益及び費用の計上基準」に同一の内容を

記載しているため、注記を省略しております。

（３）顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会
計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時
期に関する情報
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① 契約資産及び契約負債の残高等
(単位：千円)

当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高）売掛金 174,375

顧客との契約から生じた債権（期末残高）売掛金 160,138

契約負債（期首残高）前受金、前受収益 285

契約負債（期末残高）前受金、前受収益 244
契約負債は、主に業務委託契約に基づいて、顧客から受け取った保守料等の前受金等に関するものであ

ります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額が、37千円であ

ります。
また、当連結会計年度において、契約負債の増減額に重要性はありません。
過去の期間に充足（又は部分的に充足）した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益（主に、取

引価格の変動）の額に重要性はありません。

② 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいては、個別の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を

適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。また、顧客企業との契約から生じる対価
の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

10．１株当たり情報に関する注記
（１）１株当たり純資産額 29円58銭
（２）１株当たり当期純損失 9円12銭

11．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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12．その他の注記
資産除去債務に関する注記
当社及び連結子会社は、事務所等の不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復義務を資産除去

債務として認識しておりますが、当該債務の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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貸借対照表 （単位：千円）

科目 第29期
2025年3月31日現在

（ご参考）第28期
2024年3月31日現在

資産の部

流動資産 335,860 388,476

現金及び預金 146,395 173,164

前払費用 6,189 7,438

短期貸付金 5,435 66,758

関係会社短期貸付金 211,929 100,000

その他の流動資産 16,211 41,115

貸倒引当金 △50,299 −

固定資産 403,642 616,902

有形固定資産 0 45,358

建物 0 43,896

工具、器具及び備品 0 1,462

無形固定資産 0 199

ソフトウエア 0 199

投資その他の資産 403,642 571,343

投資有価証券 57,359 60,284

関係会社株式 339,031 256,216

長期貸付金 − 80,661

関係会社長期貸付金 222,474 397,929

その他の投資等 18,200 18,560

貸倒引当金 △233,423 △242,308

資産合計 739,503 1,005,378

科目 第29期
2025年3月31日現在

（ご参考）第28期
2024年3月31日現在

負債の部
流動負債 18,216 23,516
未払金 9,325 14,606
未払法人税等 950 950
預り金 256 205
未払費用 2,674 3,036
前受収益 1,576 1,576
賞与引当金 2,630 2,630
その他の流動負債 804 512

固定負債 104,645 21,441
退職給付引当金 4,936 3,144
関係会社事業損失引当金 85,553 −
繰延税金負債 3,993 7,876
資産除去債務 9,884 9,822
その他の固定負債 278 598

負債合計 122,861 44,958
純資産の部
株主資本 609,363 951,134
資本金 100,000 100,000
資本剰余金 1,913,721 1,913,721
資本準備金 353,553 353,553
その他資本剰余金 1,560,167 1,560,167

利益剰余金 △1,403,981 △1,062,216
その他利益剰余金 △1,403,981 △1,062,216
繰越利益剰余金 △1,403,981 △1,062,216

自己株式 △376 △370
評価・換算差額等 7,277 9,285
その他有価証券評価差額金 7,277 9,285

純資産合計 616,641 960,420
負債・純資産合計 739,503 1,005,378
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損益計算書 （単位：千円）

科目
第29期

2024
2025

年
年
4
3
月
月
1
31
日から
日まで

（ご参考）第28期
2023
2024

年
年
4
3
月
月
1
31
日から
日まで

売上高 76,407 42,000
売上総利益 76,407 42,000

販売費及び一般管理費 179,226 192,278
営業損失（△） △102,819 △150,278

営業外収益 53,138 49,883
受取利息 5,243 5,256
受取配当金 30,338 26,612
雑収入 17,556 18,014

営業外費用 3 6,397
支払利息 3 6
貸倒損失 − 6,391
経常損失（△） △49,683 △106,792

特別利益 8,525 −
貸倒引当金戻入額 8,525 −

特別損失 312,080 847,191
関係会社株式評価損 135,000 616,191
貸倒引当金繰入額 50,299 231,000
関係会社事業損失引当金繰入額 85,553 −
減損損失 41,227 −

税引前当期純損失（△） △353,239 △953,984
法人税、住民税及び事業税 △8,507 △13,556
法人税等調整額 △2,966 △8,589
法人税等合計 △11,473 △22,146
当期純損失（△） △341,765 △931,838
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株主資本等変動計算書
第29期 2024年４月１日から2025年３月31日まで （単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 その他資本
剰 余 金

資本剰余金
合 計

その他利益
剰 余 金 利益剰余金

合 計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 100,000 353,553 1,560,167 1,913,721 △1,062,216 △1,062,216
当 期 変 動 額
当期純損失(△) △341,765 △341,765
自己株式の取得
株主資本以外の
項目の当期中の
変動額（純額）
当期変動額合計 − − − − △341,765 △341,765
当 期 末 残 高 100,000 353,553 1,560,167 1,913,721 △1,403,981 △1,403,981

株 主 資 本 評価・換算差額等
純資産合計

自 己 株 式 株主資本合計
そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 △370 951,134 9,285 9,285 960,420
当 期 変 動 額
当期純損失(△) △341,765 △341,765
自己株式の取得 △5 △5 △5
株主資本以外の
項目の当期中の
変動額（純額）

△2,008 △2,008 △2,008

当期変動額合計 △5 △341,770 △2,008 △2,008 △343,778
当 期 末 残 高 △376 609,363 7,277 7,277 616,641
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項
（１）有価証券の評価基準及び評価方法

① 子会社及び関連会社株式……移動平均法による原価法
② その他有価証券

市場価格のない株式等………移動平均法による原価法

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当事項はありません。

（３）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産…………………定率法によっております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物

附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。なお、主な
耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ８〜15年
工具器具及び備品 ４〜10年

なお、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、法人税法の規定に基づき３年間で均等償
却する方法を採用しております。

② 無形固定資産
ソフトウエア ……………自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(５年)に

基づく定額法によっております。
③ リース資産……………………リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。

（４）引当金の計上基準
① 貸倒引当金……………………売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回
収不能見込額を計上することとしております。

② 賞与引当金……………………従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当
期に見合う分を計上しております。

③ 退職給付引当金………………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見
込額に基づき計上しております。
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④ 関係会社事業損失引当金……関係会社の事業に係る損失に備えるため、関係会社の財政状態等を勘案
し、関係会社に対する投融資額を超えて当社が負担することとなる損失見
込額を計上しております。

（５）収益及び費用の計上基準
当社の収益は、子会社からの経営管理手数料となります。経営管理手数料においては、子会社への契約内

容に応じた受託業務を提供することが履行義務であり、業務が実施された時点で当社の履行義務が充足され
ることから、当該時点で収益及び費用を認識しております。

２．会計上の見積りに関する注記
（関係会社投融資の評価）
（１）当事業年度の計算書類に計上した金額

(単位：千円)
当事業年度

関係会社株式 339,031
関係会社株式評価損 135,000
関係会社短期貸付金 211,929
上記に係る貸倒引当金 50,299
関係会社長期貸付金 222,474
上記に係る貸倒引当金 222,474
関係会社事業損失引当金 85,553

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、関係会社株式については、取得後に超過収益力を反映しているため、取得価額と超過収益力を反

映させた実質価額を比較することにより、減損処理の要否を判定しております。営業活動から生じる損益が
継続してマイナスとなっている場合、実績が当初の事業計画を大幅に下回っている場合、経営環境の著しい
悪化等により実質価額が著しく低下する場合には相当の減損処理を行います。
また、関係会社貸付金については、取引先の財政状況に加え、弁済期間の延長又は回収条件の緩和実施の

有無等を総合的に判断して、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を貸倒引当金として計上しており
ます。さらに、関係会社が債務超過の状況にあり、かつ当該債務超過の額が債権の帳簿価額を超える場合に
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は、当該超過額を関係会社事業損失引当金として計上しております。
なお、翌事業年度の関係会社の財政状態及び経営成績が悪化した場合や、予算等の見積りの前提が変化し

た場合には、関係会社株式に対し追加の損失計上が必要となる可能性があり、関係会社貸倒引当金及び関係
会社事業損失引当金の金額に対し、追加引当又は取崩が必要となる可能性があります。

３．貸借対照表に関する注記
（１）有形固定資産の減価償却累計額 14,113千円
（２）関係会社に対する金銭債権及び債務 短期金銭債権 228,128千円

長期金銭債権 222,474千円
短期金銭債務 6,034千円

４．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
営業取引による取引高（収入分） 74,500千円
営業取引による取引高（支出分） 1,560千円
営業取引以外の取引による取引高（収入分） 36,978千円

５．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末日における自己株式の種類及び数
普通株式 734株

2025年05月28日 10時52分 $FOLDER; 51ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



50

６．税効果会計に関する注記
（１）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（単位：千円）
第29期（2025年３月31日）

（繰延税金資産）
退職給付に係る負債 1,748
貸倒引当金 100,523
関係会社株式評価損 307,673
資産除去債務 3,502
減価償却超過額 11,829
未収利息 7,523
関係会社事業損失引当金 30,311
繰越欠損金 158,581
その他 1,604

繰延税金資産小計 623,297
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △158,581
将来減算一時差異等に係る評価性引当額 △464,716

評価性引当額小計 △623,297
繰延税金資産合計 −

（繰延税金負債）
その他有価証券評価差額金 △3,993

繰延税金負債合計 △3,993
繰延税金負債の純額 △3,993

（注）当事業年度における繰延税金資産の純額及び繰延税金負債は、貸借対照表の次の項目に含まれておりま
す。

第29期（2025年３月31日）
固定負債−繰延税金負債 △3,993

（２）法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及

び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会
計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

７．リースにより使用する固定資産に関する注記
該当事項はありません。
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８．関連当事者との取引に関する注記
子会社及び関連会社等

属 性 会 社 等 の 名 称
議決権等の所有
（被 所 有）
割 合 （％）

関連当事者
と の 関 係 取 引 の 内 容 取 引 金 額

(千円) 科 目 期 末 残 高
(千円)

子会社 株式会社上武
（所有）
直接
100.0

経営指導
役員の兼任
資金の貸付

経営指導料の受取
（注１） 24,000 − −

ＨＰ保守業務料の支払
（注１） 360 未払金 33

賃料・共益費負担額の
受取
（注１）

9,324 その他
流動負債 854

資金の貸付
（注２） 30,000 − −

資金の回収 30,000 − −

貸付金利息の受取
（注２） 141 − −

子会社 株式会社
ソアーシステム

（所有）
直接
100.0

経営指導
役員の兼任

経営指導料の受取
（注１） 14,400 − −

コンサルタント
業務報酬の支払
（注１）

1,200 − −

賃料・共益費負担額の
受取
（注１）

7,872 その他
流動負債 721

子会社 株式会社Ｇｌｏｔｕｓ
（所有）
直接
100.0

経営指導
役員の兼任
資金の貸付

経営指導料の受取
（注１） 35,300 − −

資金の貸付
（注２） 130,000 − −

増資の引受
（注３） 100,000

関係会社
短期貸付金
（注４）

181,929

貸付金利息の受取
（注２） 2,996 − −
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属 性 会 社 等 の 名 称
議決権等の所有
（被 所 有）
割 合 （％）

関連当事者
と の 関 係 取 引 の 内 容 取 引 金 額

(千円) 科 目 期 末 残 高
(千円)

子会社 株式会社レブラス
（所有）
直接
100.0

経営指導
役員の兼任
資金の貸付

経営指導料の受取 800 − −

資金の貸付 70,000 − −

資金の回収 40,000 関係会社
短期貸付金 30,000

貸付金利息の受取 548 その他
流動資産 7

子会社 株式会社
ＢＳ ＥＮＥＲＧＹ

（所有）
直接
100.0

経営指導
役員の兼任
資金の貸付

株式の引受 115,000
関係会社
長期貸付金
（注４）

222,474

（注）取引条件及び取引条件の決定方法
１．取引条件は、市場価格等を勘案して一般取引条件と同様に決定しております。
２．資金の貸付については、市場金利を勘案して金利を決定しております。
３．増資の引受は、デッド・エクイティ・スワップによるものであります。
４．株式会社Ｇｌｏｔｕｓへの関係会社短期貸付金については、貸倒引当金50,299千円を計上しており、

株式会社ＢＳ ＥＮＥＲＧＹへの関係会社長期貸付金については、貸倒引当金222,474千円を計上し
ております。

９．収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
連結注記表と同一であります。

10．１株当たり情報に関する注記
（１）１株当たり純資産額 24円35銭
（２）１株当たり当期純損失 13円50銭

11．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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12．その他の注記
資産除去債務に関する注記
当社は、事務所等の不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復義務を資産除去債務として認識

しておりますが、当該債務の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2025年５月30日

株式会社ＲＶＨ
取締役会 御中

霞友有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 吉 田 恭 治

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ＲＶＨの2024年４月１日から2025年３月31日ま

での連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結
注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株

式会社ＲＶＨ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な
点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国にお
ける職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の
責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示するこ

とにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職
務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の
記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載
内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、
そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開
示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記
事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書
類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎とな
る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を
入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査
意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制

の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている
場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を
行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。
以 上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2025年５月30日

株式会社ＲＶＨ
取締役会 御中

霞友有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 吉 田 恭 治

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ＲＶＨの2024年４月１日から2025年３月

31日までの第29期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該

計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示するこ
とにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職
務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、その
ような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示

がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項
に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ
いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引
や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制

の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている
場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を
行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告

監 査 報 告 書
当監査役会は、2024年４月１日から2025年３月31日までの第29期事業年度における取締役の職務の執行に関し

て、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほ

か、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監

査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で
監査を実施いたしました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必
要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調
査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、
必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他
株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第
100条第１項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されてい
る体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報
告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計
監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から
「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監
査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求
めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主
資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結
株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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2．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関
する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人霞友有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人霞友有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年５月30日

株式会社ＲＶＨ 監査役会

社外常勤監査役 佐 藤 史 治
社外監査役 松 﨑 久 佳
社外監査役 矢 部 康 夫

以 上
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三井住友信託銀行 証券代行部
0120-533-600
受付時間 9：00～17：00（土・日・休日を除く）
ぜひQ&Aもご利用ください。
https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency

ウェブサイトで
確認

議決権行使書 ＋ ＊通知書面
アクセスURL

*
通 知 書 面
https://
www.XXX

今まで
紙で確認

議決権行使書 ＋ 株主総会資料

●株主総会資料とは
株主総会参考書類、事業報告、監査報告、計算書類、
連結計算書類を指します。

●通知書面とは
議決権を有する株主様を対象にアクセスURLを記載した
通知書面をお送りします。

●発行会社の意向により電子提供制度開始後も株主総会
資料を書面でお送りする場合があります。

●本制度は投資法人も対象に含みます。
●株主優待や配当金等は本制度の対象に含まれません。

「書面交付請求」とは？
インターネットを利用することが困難な株主様を保護
するためのお手続きです。
お申し出いただいた株主様には株主総会資料を書面で
お送りします。
なお、書面交付請求を行わなくても、URL等を記載し
た通知書面はお送りします。

「書面交付請求」の受付期限は？
株主総会の基準日までにお申し出が必要です。

お手続き方法は？
証券会社にお申し出の場合は、保有銘柄の口座を開設
している証券会社へお問い合わせください。
株主名簿管理人にお申し出の場合は、書面での受領を
希望される銘柄ごとに申し出書面のご提出が必要です。

一連のお手続きには費用がかかる場合があります。
なお、書面交付請求は一定期間経過後に失効することがあります。

書面交付請求手続きに関するお問い合わせ先

会社法改正により2023年3月以降の株主総会より、株主総会資料は
ウェブサイトでのご確認となりました。
ペーパーレス化推進による環境負荷低減などの観点から、株主総会資
料の電子提供制度にご理解・ご協力をお願いいたします。

（お読みください）

2023年
3月より

通知書面が送付されます
ウェブサイトへのアクセス方法を記載した

招集通知「通知書面」をお送りします。
株主総会資料の全文はウェブサイトにアクセスすること
で確認できます。

※議決権行使書面は原則、今まで通りお送りします。

主な
変更点

2025年05月28日 10時52分 $FOLDER; 62ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



2025年05月28日 10時52分 $FOLDER; 63ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）


